
○ 愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 1 2 5 号  

漁 業 法 （ 昭 和 2 4年 法 律 第 2 6 7号 ） 第 1 2 0条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

に ほ ん う な ぎ の 採 捕 の 禁 止 に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 3 0日  

              愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会  

                 会 長  佐 々 木  護  

１  指 示 の 内 容  

( 1 )採 捕 を 禁 止 す る 水 産 動 物   

全 長 2 5セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る う な ぎ  

( 2 )禁 止 期 間   

1 0月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 3 1日 ま で  

( 3 )禁 止 区 域   

愛 媛 海 区 （ 公 共 用 水 面 及 び こ れ と 連 接 し て 一 体 を 成 す 水 面 ）  

( 4 )適 用 除 外   

愛 媛 県 漁 業 調 整 規 則 第 4 7条 の 規 定 に よ り 、 知 事 の 許 可 を 受 け た

も の 及 び 試 験 研 究 機 関 が 試 験 研 究 の た め に 採 捕 す る 場 合 は 、 こ

の 限 り で は な い 。  

２  指 示 の 期 間   

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 3 1日 ま で  


